
大雪地区広域連合国民健康保険料特別還付金支払要綱 

 

平成 24年７月２日 

要綱 第２号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱 

いの変更がなされたことに伴い、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。以下「租特

法」という。）第 41条の 20の２第１号の対象保険年金（以下「保険年金」という。） 

に係る所得（平成 12年分以後の各年分の所得に限る。）を有する者の世帯に対して課し

た国民健康保険料で、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）の規定により還付する

ことができない額（以下「還付不能額」という。）がある場合に、地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）第 232条の２の規定に基づき特別還付金を当該納付義務者に支給するこ

とにより、その不利益を補填し、保険料負担の公平性の確保と行政に対する信頼を確保

することを目的とする。 

（特別還付金の支払対象者） 

第２条 特別還付金を受けることができる者は、平成 16 年度分及び平成 17 年度分に係る

所得を有する世帯の納付義務者で、還付不能額に係る国民健康保険料を納付した者とす

る。 

２ 前項の場合において、相続があったときは相続人に特別還付金を支払う。なお、相続

人が複数であるときは、相続人代表者に特別還付金を支払うものとする。 

（特別還付金の額等） 

第３条 特別還付金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 

（１） 還付不能額 

（２） 加算金相当額 

２ 前項第１号の還付不能額は、特別還付金支払対象者から提出のあった書類及び収納状

況等により算定するものとする。 

３ 第１項第２号の加算金相当額は、第４条に基づく特別還付金支払申請日の翌日から３

月を経過した日と第５条に基づく連合長の決定があった日の翌日から１月を経過した日と

のいずれか早い日から特別還付金支払日までの日数に応じ、当該還付不能額に年７．３パ

ーセントの割合（租税特別措置法第９３条に規定する各年の特例基準割合が年７．３パー

セントの割合が満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例割合

に０．１パーセント未満の端数があるときは、これ切り捨てる。））を乗じて得た金額とす

る。 

４ 前項に係る端数計算は、地方税法第２０条の４の２の規定を準用する。 

（特別還付金の申請） 

第４条 特別還付金の支払いを受けようとする者（以下「請求者」という。）は、特別還付

金支払申請書（別記様式第１号）を連合長に提出するものとする。 

- 290 の 22 - 

 



２ 特別還付金に係る申請期限は、この要綱の施行の日から起算して１年を経過する日ま

でとする。ただし、災害その他やむを得ない事情があるとき等連合長が認めるときは、こ

の限りでない。 

 （特別還付金の決定及び通知） 

第５条 連合長は、前条に定める申請があったときは、これを審査し、特別還付金の適否

を決定しなければならない。 

２ 連合長は、前項の規定により特別還付金を支払いする旨の決定をしたときは、特別還

付金決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

３ 連合長は、第１項の規定により返還金の支払いをしない旨の決定をしたときは、理由

を付して返還金を支払いしない旨を別記様式第２号により請求者に通知するものとする。 

（特別還付金の支払） 

第６条 連合長は、前条の規定により通知したときは、速やかに特別還付金を支払いする

ものとする。 

 （特別還付金の変更決定） 

第７条 連合長は、第５条第１項の規定により特別還付金の支給決定をした後において、

当該特別還付金の額が過大又は過少であることが判明した場合は、当該決定に係る特別

還付金の額の変更を決定するものとする。 

２ 連合長は、前項の規定により特別還付金の額の変更を決定した場合において、その額

が増加したときは申請者にその増加額を支払い、特別還付金の額が減少したときは申請

者にその減少額の返還をさせるものとする。 

 （特別還付金の返還） 

第８条 連合長は、虚偽その他不正等の行為により、特別還付金の支払いを受けた者があ

るときは、特別還付金を返還させるものとする。 

 （特別還付金の返還に係る延滞金） 

第９条 連合長は、特別還付金の返還決定を受けた者がこれを納期限までに納付しなかっ

たときは、大雪地区広域連合国民健康保険条例（平成１６年条例第２号）第３８条及び

附則第１０項の規定により延滞金を徴収するものとする。 

 （充当の禁止） 

第１０条 特別還付金支給対象者に納付し、又は納付すべきこととなった大雪地区広域連

合の徴収金がある場合においても特別還付金を当該徴収金に充当することはできない。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 （失効） 

２ この要綱は、施行期日から起算して２年を経過した日に、その効力を失う。 
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